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多久市条例第９号 

 

   多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 多久市国民健康保険税条例（昭和２９年多久市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第３条第１項中「１００分の１０．１６」を「１００分の１０．９４」に改

める。 

 第４条中「２６，３００円」を「２９，８００円」に改める。 

 第５条第１号中「３０，２００円」を「３２，２００円」に改め、同条第２

号中「１５，１００円」を「１６，１００円」に改め、同条第３号中「２２，

６５０円」を「２４，１５０円」に改める。 

 第６条中「１００分の３．０８」を「１００分の３．４０」に改める。 

 第７条中「７，８００円」を「９，１００円」に改める。 

 第７条の２第１号中「８，３００円」を「９，１００円」に改め、同条第２

号中「４，１５０円」を「４，５５０円」に改め、同条第３号中「６，２２５

円」を「６，８２５円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．３９」を「１００分の２．５９」に改める。 

 第９条中「９，８００円」を「１２，１００円」に改める。 

 第９条の２中「４，８００円」を「５，３００円」に改める。 

 第２１条第１号ア中「１８，４１０円」を「２０，８６０円」に改め、同号

イ(ア)中「２１，１４０円」を「２２，５４０円」に改め、同号イ(イ)中「１



０，５７０円」を「１１，２７０円」に改め、同号イ(ウ)中「１５，８５５円」

を「１６，９０５円」に改め、同号ウ中「５，４６０円」を「６，３７０円」

に改め、同号エ(ア)中「５，８１０円」を「６，３７０円」に改め、同号エ(イ)

中「２，９０５円」を「３，１８５円」に改め、同号エ(ウ)中「４，３５８円」

を「４，７７８円」に改め、同号オ中「６，８６０円」を「８，４７０円」に

改め、同号カ中「３，３６０円」を「３，７１０円」に改め、同条第２号ア中

「１３，１５０円」を「１４，９００円」に改め、同号イ(ア)中「１５，１０

０円」を「１６，１００円」に改め、同号イ(イ)中「７，５５０円」を「８，

０５０円」に改め、同号イ(ウ)中「１１，３２５円」を「１２，０７５円」に

改め、同号ウ中「３，９００円」を「４，５５０円」に改め、同号エ(ア)中「４，

１５０円」を「４，５５０円」に改め、同号エ(イ)中「２，０７５円」を「２，

２７５円」に改め、同号エ(ウ)中「３，１１３円」を「３，４１３円」に改め、

同号オ中「４，９００円」を「６，０５０円」に改め、同号カ中「２，４００

円」を「２，６５０円」に改め、同条第３号ア中「５，２６０円」を「５，９

６０円」に改め、同号イ(ア)中「６，０４０円」を「６，４４０円」に改め、

同号イ(イ)中「３，０２０円」を「３，２２０円」に改め、同号イ(ウ)中「４，

５３０円」を「４，８３０円」に改め、同号ウ中「１，５６０円」を「１，８

２０円」に改め、同号エ(ア)中「１，６６０円」を「１，８２０円」に改め、

同号エ(イ)中「８３０円」を「９１０円」に改め、同号エ(ウ)中「１，２４５

円」を「１，３６５円」に改め、同号オ中「１，９６０円」を「２，４２０円」

に改め、同号カ中「９６０円」を「１，０６０円」に改める。 

 第２１条の３第１号ア中「３，９４５円」を「４，４７０円」に改め、同号

イ中「６，５７５円」を「７，４５０円」に改め、同号ウ中「１０，５２０円」

を「１１，９２０円」に改め、同号エ中「１３，１５０円」を「１４，９００

円」に改め、同条第２号ア中「１，１７０円」を「１，３６５円」に改め、同

号イ中「１，９５０円」を「２，２７５円」に改め、同号ウ中「３，１２０円」

を「３，６４０円」に改め、同号エ中「３，９００円」を「４，５５０円」に

改める。 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の多久市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 


